
亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を

改正する規則をここに公布する。  

平成２８年１２月２６日  

                亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第５０号  

 

亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一

部を改正する規則  

 

亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１７

年亀山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

      「        「  

 

 

 

 

 

 別表第７中        を        に改める。  

 

 

 

 

 

            」        」  

附  則  

（施行期日等）  

１   この規則は、公布の日から施行し、改正後の亀山市職員の初任

給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正後の規則」と

いう。）の規定は、平成２８年４月１日から適用する。  

（経過措置）  

3 6   3 6  

3 6  3 6  

3 7  3 7  

3 8  3 7  

3 9  3 8  

4 0  3 8  

4 1  3 9  

4 1  3 9  

4 2  4 0  

4 2  4 0  

4 3  4 1  

4 3  4 1  

4 4  4 2  

4 4  4 2  

4 5  4 3  



２   平成２８年４月 1 日からこの規則の施行の日の前日までの間に

おいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給

又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号

給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が

改正前の亀山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

（以下「改正前の規則」という。）の規定による号給に達しない

職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後

の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とす

るものとする。  

３   この規則の施行の日から平成２９年３月３１日までの間におい

て、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は

復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に

異動のあった職員（個別に市長の承認を得て号給を決定すること

とされている職員を除く。）のうち、前項の規定の適用を受ける

職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異

動の日における号給については、なお従前の例によることができ

る。  

 


